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■

本誌2007年３月号において，西尾孝司氏の山

口道宏編著『男性ヘルパーという仕事－高齢･

在宅・介護を支える』（現代書館，2006年）の

書評掲載について，執筆者のひとりとして，こ

の出版に関する批評をいただいたことに感謝す

る。しかしながら，本書出版の意図とはかけ離

れた批判について反論させていただくことをお

許し願いたい。

＊

まず，タイトルとキャッチコピーについてで

あるが，評者は「男性ヘルパーという仕事」が

「魅力的」であるとし，「男性にとってヘルパー

は職業として魅力的なのではないかという期待

を抱かせる」としている。さらに「男性ヘルパ

ーの意義と可能性」というキャッチコピーにつ

いて「男性ヘルパーの未来が明るいような印象

を受ける」としている。そして，内容の概観に

入っていくが，構成の流れを概観した程度で

「最初から少々不安にさせられる内容である」

という批判を展開している。構成の流れ程度の

概観で何が「不安」にさせられるのかというこ

とについて全く言及がなされていない。少なく

とも，この書評ではじめて本書を知る者にとっ

ては，何が「不安にさせられる」という評価に

つながっているのかということについて全く読

み取ることができない。冒頭で根拠を示すこと

なく内容について「不安」であるという表現を

安易に用いることによって，本書に関心を持つ

者の客観的，自律的な評価を引き出すことを阻

害しているといわざるを得ない。

次に本書の性格について，評者が「素人性に

基礎を置いた本」という指摘をしているが，一

方で，「専門的に見ると多くの疑問が残る」と

いう評価がなされている。評者が本書を，「専

門書」としての位置づけをしているとするなら

ばそうした批判も受けざるを得ない部分もある

が，必ずしも専門的な研究者や現在，福祉・介

護関係の仕事に携わっている関係者のみを対象

としたものではなく，これから，福祉・介護の

仕事をめざそうとしている者，とくに「男性」

としてヘルパーという仕事に関心を持っている

者，あるいは「女性」の立場から男性ヘルパー

を考えてみたいと思っている者など幅広い読者

を想定している。また，執筆陣も大学に籍を置

く研究者のみならずジャーナリスト，フリーラ

イターなど多様で，それぞれの視点を生かした

執筆であり，必ずしも，いわゆる「専門書」で

あることをめざしているわけではない。また，

全体としての出版の意図についても，介護をめ

ぐる社会的な認識の中で「男性」が介護の仕事

をしていくということがどのようなものである

のかということについての問題提起であり，議

論の起爆剤としての役割を持たせようとしたも

のである。それは，これまで「介護」が「娘」

や「嫁」といった家庭内の「女性」に負担が押

し付けられてきたという不幸な歴史から，やが

て，それが厳しい労働条件でありながらも，男

性もそれを「職業」として考える時代になった

という歴史的な変化を踏まえた問題提起であ

る。しかし，そうした歴史的，時代的な背景を

踏まえた問題提起である点への言及はほとんど

なされておらず，現行制度や男性ヘルパーの置
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かれた現状の厳しさをどのように見るのかとい

うことに終始している。

＊

次に，この書評の批判の中心は，どちらかと

いえば，Ⅰ部のドキュメントを中心とした部分

より，Ⅱ部の資料・解説編を中心としたものと

なっている。

とくに，ジェンダーと男性ヘルパーについて

書かれている部分，「介護」と「ケア」の概念，

差異についての整理のあり方，ケアワーカーに

対する高すぎる倫理的要求，専門性などについ

て言及が行われている。

まず，ジェンダーと男性ヘルパーの関係につ

いて，男性ヘルパーが増加することで生じる不

安があるのではないかという指摘についてであ

るが，もちろんそのようなことは記述の不足を

認めざるを得ない。しかしながら，その不安に

ついて「単純に考えても，効率・成果・業績で

評価される世界に生きてきた・生きるように期

待されてきた存在（ジェンダーとしての『男』）

は老いや障害に付き合うのが下手である」とし

ている。何を根拠にこのようなことを述べられ

ているのか不明である。「効率・成果・業績」

で評価される世界に生きてきたとしても，それ

を根拠に「老いや障害に付き合うのが下手」と

決め付けるのは，あまりにも乱暴ではないだろ

うか。さらに，「『拒否した男』『降りた男』『落

ちこぼれた男』『引退した男』」とヘルパーとな

る男性に対してマイナスイメージである言葉を

羅列し，そのような男性でなければヘルパーを

続けるのは難しいとしている。少なくとも，ヘ

ルパーという仕事をやってみようと思い，その

職業を目指している（あるいは既になった）

人々に対し，烙印を押すような言動であり，き

わめて強い違和感を覚えざるを得ない。また，

「効率・成果・業績」の世界に生きてきた「男」

が増加すると「作業合理性や経済合理性，成果

主義の発想が持ち込まれ，利用者にとって苦し

みの源泉となる可能性さえある」とも述べてい

るが，ここに，評者のヘルパーを目指す男性に

たいする積極的な評価を感じとることは一切で

きない。しかし，実際にヘルパーを目指す男性

は，「作業合理性や経済合理性，成果主義」の

社会に生きてきたことによって，何か漠然とし

てはいるけれどもそういう社会に違和感を覚

え，人間同士の心と心のふれあいの中にこそ，

答えがあるのではないかとヘルパーの世界に飛

び込んでいくのではないだろうか。むしろ，そ

うした部分を積極的に評価すべきであって，一

方的な決め付けにとどまっているといわざるを

得ない。

＊

さらに，男性ヘルパーの意義として「体力」

「労働条件の向上」「同性介護への適応」「セク

ハラ対策」「職場の潤滑油」として５つに分類

しているが，その「くらい」のもので，執筆者

の「願望」のレベルで「とても可能性とは呼べ

ない」としているが，では，評者はどのような

ものであったら「可能性」と評価するのであろ

う。男性が女性の職場であったヘルパーという

職種に進出していくこと自体，かなりの勇気と

覚悟を要するものであるが，これから，それぞ

れの「性」の特性を生かしたケアワークを模索

していくことについての期待には言及してお

り，その具体的な例としてのいくつかを指し示

したものに過ぎないにもかかわらず，あたかも

男性ヘルパーの可能性が評者の分類のみに集約

されているかのような表現である。また，男性

ヘルパーも「安上がりに使われるだけではない

のか」という指摘もなされているが，相対的に

ヘルパー労働現場は，まだまだ「女性の職場」

ということができ，男性ヘルパーの増加が労働

条件の向上につながるということはかなり可能

性が高いと思われる。なぜならば，給与条件に
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限定してみるならば，現実問題として男性が多

い職種においては，女性が多い職種と比較して

相対的に優位だからである。

また，この労働条件に関連して「介護保険制

度の根幹にかかわる問題であり，これを抜きに

した議論はむなしい」という指摘があるが，確

かに記述の量としては多くはないが，賃金体系

の整備の必要性を訴えており，このことは，既

に現行制度の枠組みでの限界を表現していると

もいえ，介護保険制度の抜本的な改革に向けた

提言のひとつであるといえる。

＊

次に，「介護」と「ケア」の概念整理につい

てであるが，この本において「ケア」というこ

とばは「介護」よりも「より配慮が行き届いて

いる状態」という行為をさすのではないかとい

う見解が込められている。たとえば育児は，子

どもに愛情を持って接し，子どものために最善

をつくそうとするものであるから「ケア」と呼

べるし，これは本質を示していると考えられる

が，それが，女性の専売特許のように語られて

きた結果が，「介護」を押し付けられてきたと

いうものである。したがって，「単なる介護技

術ではないケアワーク」というのは，学校やテ

キストだけで介助方法など一通りの知識を修得

することが最優先される介護技術（現状として，

利用者の立場に立って行っているかどうかを測

る物理的な手段は，おそらくないであろう）を

取り巻く状況に対してのアンチテーゼであると

いえる。

次に「ケアワーカーに対するあまりに高い

（と私には見える）倫理的要求にも疑問を持っ

てしまう」との指摘だが，「高い」か「低い」

かというのは，それぞれの置かれた環境によっ

て感じ方が違うものであり，きわめて主観的な

評価である。この「あまりに高い」倫理的要求

は「ケアワーカー資格を持つ者」が「『人権尊

重の視点に立った厳しい倫理観や全ての人間の

価値を受け止めていく技量を身に付け』ること」

を指しているようであるが，これを求めるなら

ば「筆者の生き様を問わなければならない」と

している。そして，大学教員である筆者の勤務

校を例にあげ，筆者のみならず筆者の所属する

教員集団に対し，「筆者の勤務校では出席や成

績が不良で教員に反抗的な学生も，意欲的で成

績優秀な学生も，同じような笑顔で研究室に迎

えられているのだろうか」と問うている。ここ

には，そんなことはありえないので，そうした

ことをいう筆者の「生き様」を問う必要がある

のではないかという思いが込められているのだ

ろうが，このことについては，そもそも「教育」

の現場と「介護」の現場の比較は難しいのでは

ないか。なぜならば，たとえば「成績不良で反

抗的な学生」を教育的観点から考えると，笑顔

で迎えることは，むしろマイナスであり，厳し

く毅然とした態度で指導した方が良いという場

合もあり得るからである。仮に評者が指摘する

ように「笑顔」で研究室に迎えることが「全て

の人間の価値を受け止める技量」であるとする

ならば，個々の教員ひとりひとりに必ずしもそ

うした「技量」が身についているとは限らない

であろう。しかし，明らかに否定を前提とした

表現であり，「できている」あるいは｢努力して

いる｣という可能性についての検証はなされて

おらず，筆者のみならず，筆者の所属する勤務

校の教員集団に対し，自らの「生き様」を問わ

なければ，発言する自由さえもないとでもいう

のであろうか。確かに，倫理や価値といったも

のは時代とともに変化するものもあり，必ずし

も普遍的なものであるとはいえないのかもしれ

ない。しかしながら，今日を生きる我々にとっ

て，現時点で普遍的だといえる倫理や価値とい

ったものが存在するのは間違いない。それは，

たとえば法治主義国家における法律の存在もそ
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うであるといえるだろう。仮にそれが悪法であ

ったとしても，違反すれば罰せられるという意

味では，正しいかどうかというものとは別のと

ころで倫理や価値が決まっているともいえる。

こうしたことも踏まえながら，それでも大学教

員の役割のひとつとして専門職に対してひとつ

の方向性として「倫理」や「価値」を示すこと

を研究や教育の成果として発信していくことは

ひとつの責任であると考える。そのときに，自

らの「生き様」を問わないと発言できないとし

たら，それでは学問の意味とは何なのかという

ことにまで遡ることになってしまうのではない

だろうか。もちろん，だからといって，自分の

「生き様」を不問にしようというわけではない

ことはいうまでもないことである。つまり，介

護に携わる専門職としてどのような倫理や価値

を身につけていくのかということを大学教員の

立場で示したに過ぎないというものである。し

たがって，評者の「生き様を問う」というまで

の評価の必要性に疑問を感じざるを得ない。

＊

次に，専門性の確立という点でも「有資格者

にその責任を負わせている」としているが，何

のために「資格」があるのであろうか。自らの

実践を点検することもなく惰性的に実践が行わ

れているとすれば，専門性の向上とは程遠いこ

ととなってしまう。「有資格」であるというこ

とは，一応の専門性が担保されているなんでも

ない証明であり，その向上に努めようとするの

は，最低限のプライドとして持っておく必要が

あるのではないだろうか。評者は，現実的にそ

こまで求めるのは難しいという見解を持ってい

るのかもしれないが，ひとつの方向性を指し示

すという本書の性格上，必要かつ重要な記述で

ある。また，「専門性」と「専門職性」は「別

のことである」としているが，何を「専門性」

といい，何を「専門職性」と考えているのかが

明確にされないまま批判が展開されているため

に，かえって混乱を招いてしまっている。「専

門職性」というのはおそらく「職業としてのヘ

ルパー」のあり方についてのことであると考え

られるが，「専門性」が発展途上である介護と

いう領域においては，「有資格者の自覚的な実

践」が「専門性」を高め，「専門職性」を高め

ることになるのではないだろうか。つまり，

「別のこと」ではなく，きわめて密接かつ相互

に影響を受け合う関係であるといえる。にもか

かわらず，そうした関係についての言及や評者

の考える両者の関係についての言及も全くなさ

れておらず，何をもって「別のこと」と述べて

いるのかも不明である。さらに，「専門性」と

「専門職性」について考えることは，大学教員

のみならず，日々，現場実践に臨んでいる専門

職と大学教員などの共同によって発展していく

ものであり，「筆者が大学教員だけに気になる」

という表現にも大学教員に対して過大な期待を

している点で疑問を感じざるを得ない。

また，「全編を通じて」というところで「『男

なのに…』という姿勢に貫かれている」とし，

「ジェンダーによる差別を否定しているように

装われているが，そのまま差別を受け入れてい

る」と指摘しているが重大な誤解である。「男

なのに」という表現が幾度か出てくることは確

かであるが，わが国の歴史の中で最近に至るま

で，介護が女性に押し付けられてきたことがジ

ェンダーによる差別であり，そうした状況の中

に風穴を開けるという意味で男性が進出する意

義についての模索を目指したものであり，「男

なのに」というよりは，「なぜ女性であったの

か」ということを改めて問うための一つの方法

として「男性ヘルパー」を考えることが有効な

手段であったといえるのではないだろうか。

＊

結びとして評者の特別養護老人ホームでの介
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護職員の経験から，魅力のある仕事であるにも

かかわらず，劣悪な労働条件であることについ

て述べられている。そして，執筆陣がそうした

ことの「厳しさの根源」についての認識が欠落

しているかのような表現がなされているが，本

書の一貫したコンセプトのひとつが，まさにそ

の労働条件の厳しさを世間に，歴史的・社会的

そして制度的側面から「男性ヘルパー」の視点

を通して告発していこうというものであった。

評者の中で「男性」という言葉が必要以上に一

人歩きし，本書の趣旨が十分に伝わらなかった

ことはきわめて残念である。

最後に，西尾孝司氏の書評に対する反論の機

会を与えていただいた大原社会問題研究所雑誌

の編集委員の皆様に感謝の意を表したい。また，

執筆者全員が「男性ヘルパー」，そして介護に

携わる全ての人々にとって，ささやかな問題提

起となることを願ってやまないという強い「想

い」から生まれた著書であるという共通認識か

ら，筆者が執筆を担当した部分以外についても

筆者なりの見解を加えているが，あくまでも執

筆者のひとりとしての反論である。そのため，

執筆者全体の意見を必ずしも反映したものでは

ない。したがって，全ての文責は筆者にあるが，

本反論文の掲載にあたっては編者である山口道

宏の了解を得ていることを記しておく。

（たかぎ・ひろし　沖縄大学人文学部助教）
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